
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～自動車が走行不能になったら～ 
 医労連自動車共済に加入しているお車が、事故、故障またはトラ

ブルで走行不能になった場合。例えば、電気系統の故障で自動車が

動かなくなった場合。あるいは、走行可能でも、夜間で車のライトが

点灯しない、雨天でワイパーが作動しないなど、法律等で運転を禁

止されている場合も含め、レッカーけん引や応急処置が必要になっ

た場合に、ロードサービス専用デスク（▼）にお電話いただければ、合計 15 万円を限度に共済金

が支払われます。さらに、提携・加盟する全国各地の修理工場等が、レッカーけん引や応急処置な

どのロードサービスを提供します。 

 

 

 

～事故の連絡は事故受付へ～ 

万一、事故が起こったら。 

あわてずに次の事を行ってください。 

 

①負傷者の救護 救急車 119 番へ連絡。 

②警察へ連絡、110 番へ。 

③事故状況をメモ、相手の確認など。 

④自動車共済の事故受付ダイヤルへ連絡。 
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   自動車共済・見積りアンケート 

 

担当者に感謝 

とてもテンポよくすすめてくださってありがとうございます。あとは、これまでの会社に電話一

本でいいとのことです。それができていない。←それも、ご指導いただき、簡単でした。 

 

医労連自動車共済加入の決め手 ☑掛金の安さ ☑担当者の勧め 

他社見積比較 メーカー（シトロエン） 自動車共済 78,100円 

                   A損保 88,610円 

共済に関する、写真やニュースをぜひお寄せください 


